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事業仕分けを傍聴される皆さまへ 

（はじめにお読みください） 

加東市事業仕分け 2012 にご参加（傍聴）いただきありがとうございます。実りある事

業仕分けとするために、次の各項目についてご理解とご協力をお願いします。 

 

 ●仕分け作業の写真撮影やビデオ録画、録音などは、事前に受付で申請してください。 

  ⇒その後の活用については、構想日本との協議や許可が必要な場合があります。 

●会場内へは自由に出入りできますが、仕分け作業の妨げにならないようにお願いしま

す。なお、傍聴席は自由席となっています。 

●会場内では、携帯電話はマナーモードに設定するか、電源をお切りください。また、会

場内でのお食事は、ご遠慮ください。 

●傍聴席からのご質問は受け付けませんので、ご了承ください。 

●仕分け作業中は、作業内容を公然と批評したり、拍手その他の方法により賛成や反対な

どの意向を表明しないでください。 

●コーディネーターや仕分け委員個々の発言や議論の内容について、休憩時間などに直接

話しかけたり、批評したりしないでください。 

●対象事業に対して傍聴者の意思を表明するもの（のぼり旗、プラカード、横断幕など）

を、会場内に持ち込まないでください。 

※これらの事項を守っていただけない場合や、その他仕分け作業の妨げになる場合には、

退席していただくことがあります。 

  



 

あなたも事業仕分けに参加してみませんか 

 

今回の事業仕分けは、事業仕分け委員の評価・判定だけでなく、会場にお越しいただいて

いる市民のみなさまも、投票形式で事業仕分けに参加できます。 

 

【事業仕分けに参加できる市民のみなさま】※次のいずれかに該当される方 

●市内に在住・在勤の方 

●事業仕分けの対象事業と利害関係のある方 

 

【参加の方法】 

●参加を希望される方は、受付で所定の用紙に氏名など必要事項を記入し、提出してくだ

さい。 

●交付した「参加証」を身に付けて、指定する席（コーナー）に着席ください。 

 

【評価・判定の方法】 

●指定する席（コーナー）で仕分け作業を傍聴し、１事業ごとに、ご自身の評価・判定を

「評価（判定）表」に記入してください。 

●一つの仕分け作業が終了するごとに、係りの者が「評価（判定）表」を回収、集計して、

会場内に掲示します。 

※仕分け作業中に直接、コーディネーターや仕分け委員、説明者（市職員）に質問等はで

きませんので、ご了承ください。 

※全ての対象事業について、評価・判定いただく必要はなく、関心のある事業だけで構い

ません。 

 

 

 

 

■事業仕分けは、市民のみなさまが納められた貴重な税金の使い道として最適な事業である

かなどを検証するもので、対象事業の廃止や見直しを前提とするものではありません。 

■評価結果を踏まえ事業を見直していきますが、本日の結果がそのまま最終判断ではないこ

とをご理解いただきますようお願いします。 

  



加東市事業仕分け 2012 開会式次第 

 

と き：平成２４年８月１２日（日）9:00～ 

ところ：滝野図書館 ３階 会議場 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ  市  長  安 田 正 義 

        構想日本  石 井 正 彦 様  ……………………………資料 P.3 

 

３ 事業仕分け委員紹介  …………………………………………………………資料 P.9 

 

４ 傍聴に当たってのお願い 

 

５ 閉  会 

 

 

 

 

加東市事業仕分け 2012 閉会式次第 

 

と き：平成２４年８月１２日（日）15:30～ 

ところ：滝野図書館 ３階 会議場      

 

１ 開  会 

 

２ 講  評  コーディネーター 伴  幸 俊 様 

 

３ 事業仕分けを実施して（閉会のことば） 副市長 山 田 義 人 

 

４ 閉  会 
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Ⅰ 事業仕分け対象事業とタイムスケジュール 

 

予定時間 番号 対 象 事 業 名 等 所 管 部 署 ページ 

19:00～19:20 － 開   会   式 － － 

19:30～10:10 １ 福祉年金（ひとり親等）支給事業 子育て支援課 P.13 

10:20～11:00 ２ 福祉年金（障害者）支給事業 社 会 福 祉 課 P.15 

11:10～11:50 ３ 加東伝の助マラソン大会 生 涯 学 習 課 P.19 

（昼食休憩） 

13:00～13:40 ４ 特定健康診査等事業（国民健康保険特別会計） 保険・医療課 P.25 

13:50～14:30 ５ 就労支援室運営事業 地 域 振 興 課 P.27 

14:40～15:20 ６ 農作物等獣害防護対策事業 農  林  課 P.31 

15:30～15:50 － 閉   会   式 － － 

※「ページ」は、事業シート（対象事業の概要説明書）の掲載ページを示しています。 

※タイムスケジュールはあくまで予定のため、前後する場合があります。 

 

 

Ⅱ 会場案内図 

 

 

 

  

滝野図書館

会　議　場

会場入口
吹抜

【滝野図書館　３階　会議場】

階段

受付

滝野図書館
３階フロア

エレベーター
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Ⅲ 加東市事業仕分け２０１２実施概要 

 

１ 実施の目的 

市税等歳入の増加が見込めない厳しい財政状況の中で、事業仕分けを実施することに

より、事業に対する行政の説明責任を果たすとともに、職員の意識を一層改革し、簡素

で効率的かつ透明性の高い行財政運営を推進するために実施します。 

 

 ◆「事業仕分け」とは 

 現在、市が行っている事業について、事業の必要性や実施主体のあり方などを、行政

外部の視点から公開の場で議論して、事業ごとに「そもそも必要かどうか、そして、必

要ならどこがやるのか」、また、「事業の見直しが必要か」などを、事業仕分け委員が評

価・判定していく方法・作業をいいます。 

 

２ 実 施 主 体  主催：加東市  協力：構想日本 

 

３ 日   時  平成２４年８月１２日（日）９：００～１６：００ 

 

４ 会   場  滝野図書館 ３階 会議場（加東市下滝野 1369 番地 2） 

          

５ 対 象 事 業  ６事業 

 

６ 対象事業の選定基準 

  次の基準を全て満たす事業の中から各部で候補となる事業を抽出し、市議会（総務文

教常任委員会）の審議を経て、６事業を選定しました。 

 ○人件費を含めた事業費が、概ね 100 万円以上の事業 

 ○事業の実施について、法令上、市に裁量の余地がある事業 

○長期にわたり毎年度実施している事業等、外部の視点から意見を聴く必要があると認

められる事業 

 

７ 事業仕分けの実施 

(1) 事業仕分けの基本的な考え方 

   市民サービスの必要性、実施主体のあり方、実施方法の妥当性等について、市の政

策方針、財政上の制約、国、県等の方針等は前提とせず、事業の本質に着目して議論

し、評価・判定します。 
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 (2) 事業仕分けの進め方 

次のとおり仕分け班を構成し、コーディネーターの進行により、仕分け作業を進め

ます。 

 

 

 

(3) 事業仕分けの評価及び決定 

事業仕分け委員が、仕分け作業での議論を踏まえて総合的に判断し、対象事業を 10

ページの「加東市事業仕分け 2012 評価（判定）表」の区分により評価・判定します。

そして、最多数を占めた区分を班の評価に決定します。 

なお、最多数を占めた区分の数が複数となった場合は、コーディネーターが班とし

ての評価を決定します。 

①仕分け班の構成

　・コーディネーター（構想日本）　１人

　・事業仕分け委員　　　　　　　　６人

　・事業の説明者（市職員）　　　　５人以内

②仕分け作業の進め方

・事業仕分け委員の評価・判定結果を、挙手により多数決し、班とし
　ての評価を決定します。
※多数決が同数の場合は、コーディネーターが採決します。
・状況に応じて、事業仕分け委員が結果について解説します。

　構想日本からのコーディネーター１人と、事業を評価・判定する事業仕分け委員
６人で仕分け班を構成し、事業を仕分けます。

　事業仕分け委員は、構想日本から派遣いただく専門委員４人と、市民を代表する
委員（市民委員）２人の合計６人とします。

　コーディネーターの進行により、１事業当たり４０分以内を目安に、事業を仕分
けます。

・事業担当課（市職員）が、資料に基づいて事業の必要性や目的、成
　果、課題など要点を説明します。
※事業仕分け委員は、事前に資料の内容を確認しています。

・事業仕分け委員が事業の説明者に対して質疑し、目的の是非や達成
　手段の妥当性、事業の成果・効率性などについて議論します。

・事業仕分け委員が、「不要」「必要性の再検討」「国・県・広域」
　「要改善」「現行どおり」の区分により評価・判定します。
※議論中に各自で、「評価（判定）表」に結果を記入します。

事業説明
(約５分)

質疑・議論
(約３０分)

評 価
(－)

結果・解説

(約３分)
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 (4) 傍聴者（市民）の事業仕分けの評価への参加（評価の投票） 

   傍聴者の中で、事業仕分けの評価への参加を希望する者は、事業仕分けの議論を傍

聴し、対象事業に対する自身の評価・判定を、10 ページの「評価（判定）表」により

投票することができます。（投票には、受付での申請が必要です。※巻頭参照） 

 

８ 事業仕分けの結果の公表及び活用 

傍聴者の投票を含めて事業仕分けの評価結果は会場で掲示するほか、市ホームページ

等で後日、公表します。 

また、評価結果を活用し対象事業を見直すとともに、次年度以降の予算編成に反映す

るよう努めていきます。この反映結果についても、市ホームページ等で公表します。 

 

 

 ※加東市事業仕分け 2012 の公式な評価結果としては、事業仕分け委員による評価結果を

採用します。 
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加東市事業仕分け2012　評価（判定）表

 事業仕分け委員名：

■事業名：

ア 手段が目的化している

イ 達成手段として不適当

・税金は使わない（事業の廃止） ウ 効果なし（薄い）、逆効果

エ サービス受給者の自助努力、自己負担

オ 行政の役割終了、民間実施（税投入の必要なし）

カ 他事業との重複

キ その他

ア 手段が目的化しているのではないか

イ 達成手段として不適当なのではないか

ウ 効果なし（薄い）、逆効果なのではないか

エ サービス受給者の自助努力、自己負担なのではないか

オ

カ 他事業との重複なのではないか

キ その他

ア 規模が全国的

イ 全国一律のサービスであるべき

①国において実施すべき ウ 規模が広域的

②県において実施すべき エ 広域での一律のサービスであるべき

③広域で実施すべき オ 影響が広範囲

カ その他

ア 事業の手法、内容に改善の余地あり

イ 民間委託の実施、拡大すべき

ウ 指定管理者制度を導入すべき

エ 入札等における競争性を強化すべき

【縮減】②事業の一部廃止 オ 自主財源確保（受益者負担等）をすべき

カ その他

ア 現状では見直しが困難

イ 大幅な見直しは必要ない

ウ その他

※該当する□をチェックしてください（必須）。また、該当する項目を○で囲んでください（任意）

【仕分け委員コメント】

□ (4)加東市要改善

□

・税金を使って実施する必要があるのか
　ゼロベースで見直し
　（事業の一時凍結）

【縮減】①事業費を縮減し、かつ内容を
　　　　　見直し

【維持】③事業費は現行どおりで事業内
　　　　　容を見直し

(1)不　要□

□ (2)必要性の再検討

□ (3)国・県・広域

【縮減】①事業内容は現行どおりで事業
　　　　　費の縮減

【維持】②事業内容、事業費ともに現行
　　　　　どおり

【拡充】③事業内容は現行どおりで事業
　　　　　費は拡充

行政の役割終了、民間実施（税投入の必要なし）すべ
きではないか

(5)加東市現行どおり
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Ⅳ 事業仕分け委員名簿 

 

役    割 氏   名 所    属    等 

コーディネーター 伴  幸 俊 豊田市教育委員会教育行政部 調整監 

事 業 仕 分 け 委 員 石 井 正 彦
厚木市立病院 病院事業局経営管理課 

主幹（兼）経営・経理担当係長 

事 業 仕 分 け 委 員 山 内  敬 ㈱黒壁 取締役主席執行委員 

事 業 仕 分 け 委 員 吉 武 智 子 宇部市総合政策部政策推進課 行革推進係長 

事 業 仕 分 け 委 員 山 根  晃 足立区福祉部路上生活者対策担当課長 

事 業 仕 分 け 委 員 竹 内 圭 一 市民代表 

事 業 仕 分 け 委 員 山 下 慶 子 市民代表 

※順不同、敬称略  
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Ⅴ 事業シート（対象事業の概要説明書）

 

 

 

事業 

番号 
事  業  名 部 署 名 頁 

シート

Ｂ 

添付 

資料 

１ 福祉年金（ひとり親等）支給事業 
子育て支援課 

（福祉部）
P.13 

  

２ 福祉年金（障害者）支給事業 
社会福祉課 

（福祉部）
P.15 

 
○ 

３ 加東伝の助マラソン大会 
生涯学習課 

（教育委員会）
P.19 ○ ○ 

４ 
特定健康診査等事業 

（国民健康保険特別会計） 

保険・医療課 

（市民安全部）
P.25 

  

５ 就労支援室運営事業 
地域振興課 

（地域整備部）
P.27 ○ 

 

６ 農作物等獣害防護対策事業 
農 林 課 

（地域整備部）
P.31 

 
○ 

合計 ６  事 業 － － － － 

 

※事業シートは、対象事業の概要を説明した資料です。 

※コーディネーター及び事業仕分け委員は、当該資料の内容を事前に確認しています。 

 

 

 

  

- 12 -



( 2.07％)

0.1人 660千円 0.1人 0.1人 660千円

0.0人 0千円 0.0人 0.0人 0千円

0.1人 660千円 0.1人 0.1人 660千円

6,145千円 6,130千円

0千円 0千円

国県支出金の内容

0千円

5,670千円 5,180千円

財源合計 6,145千円 6,130千円 5,670千円

0千円

一般財源

事
 
　
　
　
業
　
　
　
　
概
　
　
　
　
要

0千円 0千円

6,130千円 5,670千円 5,180千円

5,470千円

660千円 660千円

総事業費

事業費内訳
(平成23年度分)

 □業務委託 又は □指定管理 （委託先又は指定管理者：　　　　）

22年度(決算)

人
件
費

担当正職員

21年度(決算)

5,485千円

0.1人

0千円

コ
　
　
　
ス
　
　
　
ト

4,520千円

0千円

0千円

人件費合計

国県支出金

その他特財

財源

内訳

地　方　債 0千円

その他特財の内容

5,180千円

0千円

0千円

6,145千円

扶助費　5,470千円（詳細はその他欄に記載）事
業
費

事業費合計 5,010千円

24年度(予算) 23年度(決算)

660千円

306世帯

ひとり親家庭等の父、母、又は養育者など
　　（14,763世帯中306世帯）

 ■直接実施

対　　象
(誰・何を対象に)

対象者数（全住民に対する割合）

0.1人

実施方法

事業内容

(手段、手法など)

臨時職員等

 □補助金〔直接・間接〕

○対象者
配偶者のいない女子及び男子であって、18歳までの児童を養育しているもの並びに
父母に養育されていない児童を養育している祖父母で、基準日（9月1日）において
加東市に1年以上住所を有するもの
○支給額（所得制限なし）
養育している児童が一人の場合　15,000円／年
二人目以降加算額　一人につき 　5,000円／年
○支給日
10月25日（休日の場合は、その前日）
○申請方法等
児童扶養手当や母子家庭等医療で、ひとり親家庭として把握している世帯に申請案
内を送付し、申請のうえ認定されれば、次年度以降は基準日において引き続き該当
するか審査し支給する。なお、把握できないひとり親家庭には、広報紙により制度
を周知したうえで随時受付を行っている。

0千円

660千円

0.0人

ひとり親家庭等を経済的に援助し、早期自立を促進することを目的とする。

昭和36年に制度創設された児童扶養手当法と同様に、母子の生活の向上のため、合
併前の旧3町において昭和47～48年に制定した母子福祉年金条例及び母子手当条例を
平成18年の合併時に整備し、加東市福祉年金（母子福祉年金）として年金を支給し
ている。なお、平成22年度から名称を「ひとり親等福祉年金」に改め、父子家庭も
対象とした（特記事項参照）。

事業開始年度

担　当　部

徳岡　あけみ

（補助先：　　　実施主体：　　　　）

関連事業
(同一目的事業等)

児童扶養手当法に基づく児童扶養手当事業（23年度事業費　117,498千円）
担当課：子育て支援課（事業概要については、その他欄に記載）

 □貸付（貸付先：　　　　　　　　） □その他（　　　　　　　　　　　）

実施の背景

目　　　的

(何をどうしたいのか)

事業シート（概要説明書）

事業番号 1

事　業　名

 ■自治事務　□法定受託事務 作成担当者

担　当　課

 加東市福祉年金条例、加東市福祉年金条例施行規則

福祉部

平成２４年度

子育て支援課

 福祉年金（ひとり親等）支給事業
平成１８年度～

 （安心）障害者・要援護者福祉の充実

山本　京子

上位施策事業名
根拠法令

事務区分

作成責任者
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事業開始年度

担　当　部

事業シート（概要説明書）

事業番号 1

事　業　名
福祉部

平成２４年度

 福祉年金（ひとり親等）支給事業
平成１８年度～

単位

世帯

円

単位

千円

20,033

Ｈ21年度

306

Ｈ22年度

283支給世帯数

※上記のスペースで書ききれなかった場合は、ここに記載してください。

そ の 他

○平成23年度福祉年金の支給内訳
児童1人15,000円×168世帯（母子159世帯、父子 9世帯）
児童2人20,000円×107世帯（母子 94世帯、父子13世帯）
児童3人25,000円× 25世帯（母子 22世帯、父子 3世帯）
児童4人30,000円×  5世帯（母子  5世帯）
児童5人35,000円×  1世帯（母子  1世帯）
合計　5,470千円
○児童扶養手当事業について
父または母と生計をともにできないなどの18歳までの児童（心身に重度の障がいの
ある児童は20歳になるまで）がいる家庭の生活の安定と自立を助けるために、父ま
たは母、父母にかわって養育する方に支給される。

Ｈ21年度

20,078

 支給額の増加
毎年増加しているひとり親家庭等が、年金支給による経済的援助を受けておられる
ことの確認としての指標

【成果指標名】 Ｈ23年度

 総事業費／世帯

活動実績

成果目標

(指標設定理由等)

単位当たりコスト 20,035

258
事
　
業
　
実
　
績

Ｈ22年度【活動指標名】 Ｈ23年度

特記事項
平成２２年度から児童扶養手当支給対象が父子家庭にも拡充されたことに伴い、福
祉年金も支給対象を父子家庭まで拡充するとともに、名称を「ひとり親等福祉年
金」に改めた。

成　　果

(目標達成状況)

昭和60年に児童扶養手当法が生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図
る制度へと改正され、母子家庭、父子家庭の自立のための制度となった。このた
め、年１回、扶助費として所得制限もなく支給されている福祉年金のあり方につい
ても見直す必要がある。また、年額15,000円の年金が支給目的である経済的援助に
つながるかも疑問であるため、支給の廃止も視野に入れ、ひとり親家庭の自立が可
能な就労支援等への転換が必要と考えている。

事業の自己評価

（今後の事業の方○
○向性、課題等）○

4,520千円支給額

比較参考値

（他自治体での類○
○似事業の例など）

○

近隣市町の状況
三木市　月額2,000円
加西市　年額4,200円（児童2人以下・片親無）
加西市　年額5,400円（児童3人以上・片親無）
加西市　年額6,000円（児童2人以下・両親無）
加西市　年額7,500円（児童3人以上・両親無）
小野市・西脇市　平成21年度限りで廃止

5,470千円 5,010千円

事
　
業
　
成
　
果
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0.1人 460千円 0.1人 0.1人 460千円

0.0人 0千円 0.0人 0.0人 0千円

0.1人 460千円 0.1人 0.1人 460千円

事　業　名  福祉年金（障害者）支給事業

 （安心）障害者・要援護者福祉の充実

 加東市福祉年金条例／障害者基本法 第15条

□その他（　　　　　　　　　　　）

担　当　部

昭和４７年度～

福祉部

社会福祉課

堀内　千稔

事業番号 2 平成２４年度

事業開始年度

事業シート（概要説明書）

（　4.7％　）

障害者手帳(身体･療育･精神）所持者
障害基礎年金(1､2級)を受給する精神障害者

 □貸付（貸付先：　　　　　　　　）

1,861人

事業内容

(手段、手法など)

○対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者及び障害基礎年金(1､2
級)を受給する精神障害者で、基準日(9月1日)において、市に1年以上居住する者
○支給額（所得制限なし）
身体障害者(児)福祉年金
　身体障害者手帳　1･2級：15,000円/年、3･4級：8,000円/年、5･6級：5,000円/年
知的障害者(児)福祉年金
　療育手帳　Ａ･Ｂ1：15,000円/年、Ｂ2：8,000円/年
精神障害者福祉年金
　精神障害者保健福祉手帳　1･2級：15,000円/年、3級：8,000円/年
　障害基礎年金　1･2級：15,000円/年
○支給日
　10月25日（休日の場合は、その前日）

実施方法

担　当　課

実施の背景

目　　　的

(何をどうしたいのか)

関連事業
(同一目的事業等)

障害基礎年金（重度・中度障害者）
特別障害者手当等支給事業（重度障害者）
制度的無年金障害者福祉給付金（重度・中度障害者）

対　　象
(誰・何を対象に)

対象者数（全住民に対する割合）

壷井　初美

　障害者基本法第15条の規定（「国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の
安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならな
い。」）により、生活の安定の一助としていただくため、僅少ではあるが、全手帳
所持者に福祉年金を支給する。

作成担当者

　障害（生活のしづらさ）を持つ方に、福祉年金を支給し生活扶助の一助としてい
ただくとともに、手帳取得者に対する経済的支援策の1つとして本制度を紹介するこ
とで、手帳取得・障害の受容を進めることを目的とします。

上位施策事業名
根拠法令

事務区分

作成責任者

 ■自治事務　□法定受託事務

事
 
　
　
　
業
　
　
　
　
概
　
　
　
　
要

0千円 0千円

事
業
費

21年度(決算)

0.0人

460千円 0.1人

 ■直接実施

 □業務委託 又は □指定管理 （委託先又は指定管理者：　　　　）

 □補助金〔直接・間接〕 （補助先：　　　実施主体：　　　　）

22年度(決算)

21,204千円

460千円

20,482千円 20,097千円

事業費合計 20,744千円 20,789千円 20,022千円 19,637千円

事業費内訳
(平成23年度分)

0千円

人件費合計

臨時職員等 0千円 0千円

コ
　
　
　
ス
　
　
　
ト

24年度(予算) 23年度(決算)

扶助費　　20,789千円（1,861人）
　平成23年度福祉年金支給内訳
　　　　　　　　身体障害者　　15,545千円（1,468人）
　　　　　　　　知的障害者　　 2,871千円（　225人）
　　　　　　　　精神障害者　　 2,373千円（　168人）

総事業費

0千円 0千円

21,249千円

0千円 0千円 0千円

人
件
費

担当正職員 460千円 460千円 0.1人

地　方　債 0千円

一般財源 21,204千円 21,249千円

財源

内訳

0千円 0千円

0千円

国県支出金
国県支出金の内容

その他特財
その他特財の内容

20,482千円 20,097千円

財源合計 21,204千円 21,249千円 20,482千円 20,097千円
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事　業　名  福祉年金（障害者）支給事業
担　当　部

昭和４７年度～

福祉部

事業番号 2 平成２４年度

事業開始年度

事業シート（概要説明書）

単位

人

人

人

円

単位

人

円 20,022,000

受給者数（8,000円/年）

　加東市福祉年金（障害者）の特徴としては、精神障害者の対象を拡大している点
が挙げられます。
　精神障害については、手帳制度の歴史も浅く、公的支援（公共交通機関の割引
等）が少ない状況です。また、手帳の取得に対して本人、家族の抵抗感が強く残っ
ています。これは、加東市の自立支援医療（精神通院）受給者が約400人に対し、手
帳所持者が約200人となっていることからも明らかです。そのため、精神障害を理由
として障害基礎年金1、2級を受給する方を対象者に含めています。（手帳の取得が
可能であることから、手帳取得者とみなす。）
　また、加東市が対象者を、障害により生活のしづらさを感じておられる全ての方
としているのは、重度・中度障害者については、経済的支援（障害基礎年金）、公
的支援（公共交通機関の割引等）がありますが、軽度障害者には経済的な支援策が
ほとんどないためです。
　福祉年金（障害者）は、全ての障害者が受けることのできる唯一の障害福祉サー
ビスです。

Ｈ21年度

927

Ｈ21年度

1,819

20,789,000

884 866

738

194

福祉年金支給額

704

196 203

特記事項

　障害者基本法第15条に基づき、障害者の自立及び生活の安定に資するため市が実
施する施策の1つです。国等の施策(年金､特別障害者手当等)が、重度・中度障害者
を対象としているため、市においては公平性の観点から手帳所持者全員を対象とし
ていますが、そのため支給額については5,000円～15,000円と僅少となっています。

成　　果

(目標達成状況)

　法の趣旨に則り障害者(全障害者)を対象として事業を継続しており、一定の成果
は認められますが、障害者の生活の安定、向上を目的とするには年金額が僅少であ
ると考えます。
　今後の方向性としては、同趣旨で支給される手当等との支給調整の検討を行って
います。

事業の自己評価

（今後の事業の方○
○向性、課題等）○

比較参考値

（他自治体での類○
○似事業の例など）

○

別紙のとおり

19,637,000

11,075単位当たりコスト  総支給額/支給人数 11,170 11,110

活動実績

Ｈ22年度

事
　
業
　
成
　
果

成果目標

(指標設定理由等)

 障害者手帳所持者数
　障害の受容が進んでいるかを判断する指標
 福祉年金支給額
　生活の向上に寄与しているかを判断する指標

そ の 他

Ｈ23年度 Ｈ22年度

724

【活動指標名】
事
　
業
　
実
　
績

【成果指標名】

障害者手帳所持者数 1,916 1,865

受給者数（5,000円/年）

受給者数（15,000円/年）

Ｈ23年度
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害
者

保
健

福
祉

手
帳

)
 
・

1
,
2
級

 
1
5
,
0
0
0
円

/
年

(
障

害
基

礎
年

金
)

 
・

1
,
2
級

 
1
5
,
0
0
0
円

/
年

(
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

)
 
・

3
級

 
 
　

8
,
0
0
0
円

/
年

 
・

4
級

　
1
4
,
4
0
0
円

/
年

 
・

5
,
6
級

 
6
,
0
0
0
円

/
年

 
 
（

児
：

1
0
,
8
0
0
円

/
年

）
知

的
障

害
者

（
児

）
 
・

Ａ
　

 
2
4
,
0
0
0
円

/
年

 
・

B
1
　

 
1
8
,
0
0
0
円

/
年

 
・

B
2
　

 
 
6
,
0
0
0
円

/
年

 
 
（

児
：

1
0
,
8
0
0
円

/
年

）
精

神
障

害
者

 
・

1
級

　
2
4
,
0
0
0
円

/
年

 
・

2
級

　
1
8
,
0
0
0
円

/
年

 
・

3
級

　
 
6
,
0
0
0
円

/
年

 
・

A
,
B
1
 
3
0
,
0
0
0
円

/
年

精
神

障
害

者
 
・

1
級

　
3
0
,
0
0
0
円

/
年

知
的

障
害

者
 
・

A
,
B
1
 
　

2
5
,
0
0
0
円

/
年

 
・

B
2
 
　

　
1
0
,
0
0
0
円

/
年

精
神

障
害

者
 
・

1
級

　
　

2
5
,
0
0
0
円

/
年

 
・

2
級

　
　

1
5
,
0
0
0
円

/
年

 
・

3
級

　
　

1
0
,
0
0
0
円

/
年

精
神

障
害

者
 
・

1
,
2
級

　
1
8
,
0
0
0
円

/
年

 
・

5
,
6
級

 
 
 
5
,
0
0
0
円

/
年

知
的

障
害

者
 
・

A
,
B
1
 
　

1
5
,
0
0
0
円

/
年

 
・

B
2
 
　

　
1
0
,
0
0
0
円

/
年

精
神

障
害

者
 
・

1
,
2
級

　
1
5
,
0
0
0
円

/
年

 
・

3
級

　
　

1
0
,
0
0
0
円

/
年

障
害

者
数

（
H
2
4
．

4
）

1
,
9
1
6
名

2
,
4
0
2
名

4
,
1
1
1
人

2
,
4
4
7
名

2
,
5
8
4
名

1
,
5
5
1
名

年
金

支
給

者
数

(
H
2
3
年

度
実

績
)

1
,
8
6
1
名

1
,
2
1
4
名

1
,
9
9
7
名

1
,
7
0
4
名

1
,
7
7
1
名

1
,
5
5
2
名

支
給

総
額

(
H
2
3
年

度
実

績
)

2
0
,
7
8
9
,
0
0
0
円

2
2
,
0
6
5
,
6
0
0
円

5
4
,
5
9
6
,
0
0
0
円

3
1
,
1
9
5
,
0
0
0
円

2
9
,
7
4
5
,
0
0
0
円

1
6
,
5
8
9
,
8
0
0
円

制
度

の
内

容
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【ＭＥＭＯ】
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0.3人 1,980千円 0.3人 0.3人 1,980千円

0.0人 0千円 0.0人 0.0人 0千円

0.3人 1,980千円 0.3人 0.3人 1,980千円

5,138千円 5,209千円

財源合計 6,880千円 7,136千円 6,831千円 6,325千円

コ
　
　
　
ス
　
　
　
ト

24年度(予算) 23年度(決算)

その他負担金、補助及び交付金　3,579千円

6,325千円

22年度(決算) 21年度(決算)

事業費合計 4,900千円 5,756千円

事
 
　
　
　
業
　
　
　
　
概
　
　
　
　
要

実施の背景

目　　　的

(何をどうしたいのか)

国県支出金

総事業費

財源

内訳

一般財源

事
業
費

その他特財
その他特財の内容 大会参加費等

地　方　債

1,200千円 2,177千円 1,693千円 1,116千円

国県支出金の内容

7,136千円 6,831千円

0.3人

臨時職員等 0千円

4,959千円

0.0人

人件費合計 1,380千円 1,380千円 0.3人

6,880千円

事業費内訳
(平成23年度分)

人
件
費

担当正職員 1,380千円

生涯学習課

丸山芳泰

0千円

5,451千円

 □貸付（貸付先：　　　　　　　　）

担　当　部

作成責任者

 ■自治事務　□法定受託事務

1,081人

3歳～70歳代までの参加希望者
市内1,081人　市外1,438人

4,345千円

5,680千円

1,380千円

平成２４年度

作成担当者 丸山耕市

事業シート（概要説明書）

 （文化）スポーツ・レクリエーションの推進

 スポーツ基本法（第4条、第22条、第34条）

 □業務委託 又は □指定管理

事業番号 3

上位施策事業名
根拠法令

事　業　名  加東伝の助マラソン大会

事務区分

事業開始年度

担　当　課

 ■補助金〔直接〕

平成１８年度～

教育委員会

（委託先又は指定管理者：　　　　）

昨年度のスポーツ基本法の成立に象徴されるように、心身の健康を保つ上で、生涯
にわたって適性や健康状態に応じてスポーツに親しむことの重要性が益々認識され
てきています。そのような中、広く市民にスポーツの楽しさを知ってもらう機会を
提供し、自発的な運動を促進することが必要となっています。

2.7%

（補助先：加東伝の助マラソン大会実行委員会　実施主体：左記のとおり）

事業内容

(手段、手法など)

開催時期１月下旬の日曜日
主　　催：加東伝の助マラソン大会実行委員会
　　　　　（スポーツ推進委員会、体育協会、陸上競技協会で構成）
従 事 者：１５２人（職員等除く、大会運営に携わる市民スタッフ数）
参 加 者：市内外からの参加希望者約２，５００人
内　　容：親子ペア（未就学児と保護者）や小学生以上のマラソン、家族や友人
　　　　　と３人１組で参加する駅伝など全３３部門（H23年度）で開催してい
　　　　　ます。参加者の約６～７割は中学生以下、約４割が市内参加となって
　　　　　いることが特徴の大会です。
広　　報：市広報紙、市ホームページ、ＣＡＴV、エントリーサイト、雑誌、
　　　　　前回参加者への案内送付
申込期間：１０月頃～１２月上旬頃
準備期間：５月頃～大会前まで全７～８回程度の実行委員会や打合せ会の実施

関連事業
(同一目的事業等)

加東市ロードレース大会（市陸上競技協会主催）

実施方法

本大会を目標又は契機として、ジョギングやランニングに親しむ市民を増やし、ひ
いては心身の健康保持増進につなげることを目的とし、同時に、多くの参加者を加
東市に招き、市の魅力をPRする機会とします。また、実行委員会制による運営で、
市民の参画、市民間の連携・交流を図る場とすることも狙っています。

対　　象
(誰・何を対象に)

対象者数（全住民に対する割合）

□その他（　　　　　　　　　　　）

 □直接実施

- 19 -



担　当　部

平成２４年度

事業シート（概要説明書）

事業番号 3

事　業　名  加東伝の助マラソン大会
事業開始年度 平成１８年度～

教育委員会

単位

人

人

人

円

単位

人

％

％

※上記のスペースで書ききれなかった場合は、ここに記載してください。

そ の 他

事
　
業
　
実
　
績

【成果指標名】 Ｈ23年度 Ｈ22年度

活動実績

単位当たりコスト

Ｈ23年度【活動指標名】

参加者数

市内参加者数

1,081 1,160

市民スタッフ数

 総事業費／参加者数 2,833 2,391

 参加者数の推移により、参加者の満足度を推し量ることとし、特に市内参加者を増
加させることを目標とします。また、スポーツ活動を支える団体・人材の充実度の
観点から、運営に携わる市民スタッフの割合を指標とします。そして、事業費に対
する市補助金の割合も指標とすることで、事業費の抑制や参加料の見直しなど、市
補助金への依存度の逓減を目指します。

2,382

Ｈ21年度

1,037

事
　
業
　
成
　
果

成果目標

(指標設定理由等)

比較参考値

（他自治体での類○
○似事業の例など）

○

80.7

特記事項

第１回（H18年度）～第３回（H20年度）までは市が主催していました。第4回大会
（H21年度）からは、実行委員会を立ち上げ、実行委員会の主催となっています。
（ただし、予算に反映されたのはH22年度からです。）H22年度、H23年度と２大会続
けて参加料を値上げしています。

成　　果

(目標達成状況)

住民の健康保持増進、地域コミュニティーの育成を目指したこのようなマラソン大
会は、合併以前にも旧３町で行われていました。合併を機に一つにまとめたのと同
時に、新たな開催意義として市のアピールを付加し、市外向けのＰＲ・募集も広く
展開するに至りました。現在では、2,500人を超える人たち（市外約1,500人）の参
加があり、回数を重ねるとともにその成果も十分な数字になってきています。

事業の自己評価

（今後の事業の方○
○向性、課題等）○

1,037

別表のとおり

83.5

一般財源/総事業費

市内参加者数

69.5 75.2 82.4

市民スタッフ数/全従事者数 80.9

152 142 142

2,519 2,857 2,655

1,081 1,160

Ｈ22年度 Ｈ21年度
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事業番号 3

　うち 　うち 　うち

(出向/ＯＢ) (出向/ＯＢ) (出向/ＯＢ)

市出資金 役 員

出資比率 0.00% 職 員

支 出

      2,177千円

差 引 収 支              0千円

総 計        5,756千円

       5,756千円

監事

当該事業の
団体におけ
る収支状況

負債総額：　　　円　　資本総額：　　　円

利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　　円

補助金予算額は、平成23年度で370万円。補助金は、実績報告（精算）により確定し、残
額は市に返還しています。

特記事項

収 入

総 計

        5,756千円

管理費

事業費

          448千円

        2,487千円

            18千円

      3,579千円 役務費（郵送料・手数料等）

委託料（計測、警備、会場設営等）

使用料

          938千円

収 入

県からの財政支出金

報償費（参加賞、謝礼等）

需用費（消耗品、印刷製本等）

団体への
支出根拠

(選定経過等、支1

1出先の妥当性)○

団　体　名

常勤

委託料、指定管理料

補助金

市からの財政支出金

その他（大会参加料）

役
職
員

支 出

        1,865千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

事　業　名  加東伝の助マラソン大会

平成２４年度

総 計 5,756千円 

事業開始年度 平成１８年度～

 加東伝の助マラソン大会実行委員会

加東市社会体育団体活動補助金交付要綱
「加東伝の助マラソン大会」を主催運営するために組織された為。

資 本 金 0千円 (単位:人)

国からの財政支出金

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合があります。

      2,177千円

非常勤

その他

当委員会は、市民スポーツを推進する上で主要な組織である、市スポーツ推進委員会、
市体育協会、市陸上競技協会の３団体で組織され、当大会を開催運営する為の任意団体
です。当委員会委員は、3団体から選出された人たちで構成され、委員会で協議、決定し
たことに基づき、各団体からの応援体制を整えることになっています。
　加東伝の助マラソン大会実行委員会　委員　15人
　　・加東市スポーツ推進委員会　委員　31人　・加東市陸上競技協会　会員37人
　　・加東市体育協会　会員　16協会　204団体　約3,500人

財務諸表URL

その他（　　　　　　　）

その他

国からの財政支出金

人件費

団体概要

団体全体の
収支状況○

総 計

      3,579千円

県からの財政支出金

市からの財政支出金

委託料、指定管理料

補助金

5,756千円 

その他（大会参加料）
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市
 町

 名
大

会
名

会
　

場
種

　
別

主
体

予
算

規
模

収
入

に
占

め
る

補
助

金
割

合
収

入
に

占
め

る
参

加
料

割
合

収
入

に
占

め
る

協
賛

金
そ

の
他

割
合

参
加

者
数

参
加

者
に

占
め

る
市

民
の

割
合

参
加

者
に

占
め

る
小

中
学

生
の

割
合

ス
タ

ッ
フ

数
備

考

明
石

市
明

石
市

小
学

生
駅

伝
明

石
公

園
内

公
園

自
治

体
8
2
万

円
1
0
.0

%
4
1
.0

%
4
9
.0

%
1
,7

0
0
人

1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
2
0
人

加
古

川
市

加
古

川
マ

ラ
ソ

ン
加

古
川

河
川

敷
河

川
敷

実
行

委
3
,5

0
0
万

円
8
.0

%
5
7
.0

%
3
5
.0

%
5
,3

0
0
人

2
0
.0

%
―

1
,0

0
5
人

高
砂

市
高

砂
マ

ラ
ソ

ン
加

古
川

河
川

敷
河

川
敷

実
行

委
2
5
0
万

円
2
8
.0

%
4
0
.0

%
3
2
.0

%
8
5
0
人

7
0
.0

%
6
0
.0

%
1
5
0
人

三
木

市
み

っ
き

ぃ
ふ

れ
あ

い
マ

ラ
ソ

ン
三

木
防

災
公

園
内

公
園

実
行

委
6
3
0
万

円
2
0
.0

%
6
3
.0

%
1
7
.0

%
2
,6

0
0
人

3
0
.0

%
3
7
.0

%
3
8
0
人

小
野

市
O

N
O

 R
U

N
ラ

ン
W

A
L
K

ひ
ま

わ
り

公
園

周
辺

農
道

実
行

委
2
0
0
万

円
3
0
.0

%
3
6
.0

%
3
4
.0

%
1
,4

2
8
人

6
2
.7

%
4
9
.4

%
1
5
0
人

西
脇

市
”
日

本
の

へ
そ

”
西

脇
子

午
線

マ
ラ

ソ
ン

へ
そ

公
園

周
辺

一
般

道
実

行
委

8
5
0
万

円
2
1
.0

%
6
0
.0

%
1
9
.0

%
2
,6

6
0
人

2
6
.0

%
3
3
.0

%
5
8
0
人

多
可

町
多

可
町

翠
明

湖
マ

ラ
ソ

ン
翠

明
湖

（
糀

屋
ダ

ム
）

ダ
ム

実
行

委
6
8
0
万

円
3
4
.0

%
6
5
.0

%
1
.0

%
1
,8

2
6
人

7
.0

%
4
.0

%
4
3
0
人

加
東

市
加

東
伝

の
助

マ
ラ

ソ
ン

社
工

業
団

地
一

般
道

実
行

委
5
7
5
.6

万
円

6
2
.2

%
3
6
.8

%
1
.0

%
2
,5

1
9
人

4
2
.9

%
5
1
.3

%
2
2
0
人

＊
加

西
市

は
同

種
の

大
会

を
実

施
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
播

磨
町

、
稲

美
町

は
未

回
答

で
す

。

＊
上

記
内

容
は

、
H

2
3
年

度
大

会
を

対
象

に
行

っ
た

ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ

ﾄ結
果

に
基

づ
く
も

の
で

す
。

（
概

要
を

把
握

す
る

主
旨

で
行

っ
た

ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ

ﾄの
為

、
数

値
は

概
数

で
あ

り
、

参
考

と
し

て
ご

覧
く
だ

さ
い

。
）

＊
近

隣
の

民
間

団
体

の
主

催
大

会
と

し
て

、
O

T
T
Y
マ

ラ
ソ

ン
全

国
大

会
（
於

：
播

磨
中

央
公

園
）
が

開
催

さ
れ

て
い

ま
す

。

東
播

磨
・
北

播
磨

地
域

の
マ

ラ
ソ

ン
・
長

距
離

大
会

の
状

況
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■総参加者数及び市内参加者数の推移

参加組数 参加人数 市内組数 市外組数
市内割合
＊組数

各部門の割合

＊組数

ペア 139 278 100 39 71.94% 14.15%

小学生 399 399 251 148 62.91% 40.63%

中学生 153 153 62 91 40.52% 15.58%

高校・一般 253 253 55 198 21.74% 25.76%

駅伝 38 114 17 21 44.74% 3.87%

485 497 49.39%

619 578 51.71%

ペア 149 298 112 37 75.17% 14.23%

小学生 474 474 310 164 65.40% 45.27%

中学生 95 95 48 47 50.53% 9.07%

高校・一般 285 285 55 230 19.30% 27.22%

駅伝 44 132 17 27 38.64% 4.20%

542 505 51.77%

688 596 53.58%

ペア 266 532 189 77 71.05% 14.65%

小学生 698 698 427 271 61.17% 38.44%

中学生 232 232 62 170 26.72% 12.78%

高校・一般 549 549 67 482 12.20% 30.23%

駅伝 71 213 21 50 29.58% 3.91%

766 1,050 42.18%

997 1,227 44.83%

ペア 265 530 156 109 58.87% 12.14%

小学生 786 786 441 345 56.11% 36.02%

中学生 303 303 141 162 46.53% 13.89%

高校・一般 724 724 65 659 8.98% 33.18%

駅伝 104 312 26 78 25.00% 4.77%

829 1,353 37.99%

1,037 1,618 39.06%

ペア 305 610 202 103 66.23% 13.12%

小学生 855 855 470 385 54.97% 36.79%

中学生 346 346 126 220 36.42% 14.89%

高校・一般 704 704 67 637 9.52% 30.29%

駅伝 114 342 31 83 27.19% 4.91%

896 1,428 38.55%

1,160 1,697 40.60%

ペア 289 578 183 106 63.32% 14.14%

小学生 762 762 458 304 60.10% 37.28%

中学生 297 297 108 189 36.36% 14.53%

高校・一般 603 603 83 520 13.76% 29.50%

駅伝 93 279 22 71 23.66% 4.55%

854 1,190 41.78%

1,081 1,438 42.91%

第
６
回

第
1
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

100.00%

合計 1,047 1,284 100.00%

合計 982 1,197

100.00%

合計 2,182 2,655 100.00%

合計 1,816 2,224

100.00%

合計 2,044 2,519 100.00%

合計 2,324 2,857
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参加組数（全体）の推移
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高校・一般

中学生

0
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

参加組数（市内）の推移

駅伝（チーム

数）

高校・一般

中学生

部門 距離 対　　象 性別 部門 距離 対象 性別

15歳～29歳 19 小学５年

（中学生を除く） 20 小学６年

2 30歳代 21 小学５年

3 40歳代 22 小学６年

4 50歳代 23 小学３年

5 60歳代以上 24 小学４年

15歳～29歳 25 小学３年

（中学生を除く） 26 小学４年

7 30歳代 27 小学１年

8 40歳代以上 28 小学２年

9 中学生～29歳 29 小学１年

10 30歳代 30 小学２年

11 40歳代 親子ペア

12 50歳代 （３～５歳児）

13 60歳代以上 親子ペア

15歳～29歳 （３～５歳児）

（中学生を除く） ミニ駅伝 ３人１組

15 30歳代 2,1,1km 年齢は問いません

16 40歳代以上

17 中学生 男子

18 中学生 女子

男子

女子

男女

男子

女子

男子

女子

男子

女子

31

32

33

２km

1.5km

１km

５㎞

３km

1

6

14

10km

男子

女子

男子

女子
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0.7人 5,060千円 0.7人 0.7人 5,060千円

0.7人 5,060千円 0.7人 0.7人 5,060千円

平成２４年度

作成担当者 片山　公子

事業シート（概要説明書）

担　当　部 市民安全部
事　業　名  特定健康診査等事業（国民健康保険特別会計）

平成２０年度～事業開始年度

事業番号 4

事業費内訳
(平成23年度分)

実施の背景

目　　　的

(何をどうしたいのか)

事業内容

(手段、手法など)

事
 
　
　
　
業
　
　
　
　
概
　
　
　
　
要

対　　象
(誰・何を対象に)

コ
　
　
　
ス
　
　
　
ト

担　当　課

 ■自治事務　□法定受託事務

作成責任者

集団健診（まちぐるみ総合健診）、個別健診（医師会所属の各医療機関）による国保
特定健診の実施及び健診結果に基づく特定保健指導の実施
・集団健診（まちぐるみ総合健診）4月～5月
・個別健診（契約医療機関）6月～12月
・保健指導（保健師、管理栄養士が実施）7月～3月

【特定健診の検査内容】
　基本項目　　　　　　　　　　　　　　詳細項目
　・身体計測（身長、体重、BMI、腹囲） ・貧血検査(赤血球数、血色素量、ﾍﾏﾄ
　・血圧測定（収縮期、拡張期）　　　　　　　　　 ｸﾘｯﾄ値）
　・尿検査（糖、蛋白）　　　　　　　　・心電図検査
　・血液検査（中性脂肪、ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、　　 ・眼底検査（両眼）
　　　　　　　血糖、肝機能）
　・理学検査（身体診察）
　・問診（既往歴、服薬歴、喫煙状況等の質問）

関連事業
(同一目的事業等)

　

保険・医療課

大久保　祥男

 (安心）医療の充実

 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条

 □貸付（貸付先：　　　　　　　　） □その他（　　　　　　　　　　　）

実施方法

　この制度により、各医療保険者は被保険者及び被扶養者に対して糖尿病等の生活習
慣病に関する健康診査を実施し、その結果により健康の保持に努める必要がある者に
対して特定保健指導を行うことで、生活習慣の改善を促し、生活習慣病の予防と重症
化を抑制することで、対象者の生活の質の維持及び向上を目指す。

23,636千円 9,841千円 10,014千円 9,342千円

22年度(決算) 21年度(決算)

上位施策事業名
根拠法令

事務区分

　急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、人々の社会生活や意識が変化する中
で、将来にわたり持続可能な医療制度とし、誰もの願いである「健康」を保ちつつ医
療費の伸びを抑制するため、平成２０年度からの医療制度改革により「老人保健法」
が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されたことに伴い、平成２０年４月か
ら始まった新たな制度。

 ■直接実施

 ■業務委託 又は □指定管理 （委託先：JA兵庫厚生連、地元の医師会　）

 □補助金〔直接・間接〕 （補助先：　　　実施主体：　　　　）

対象者数（全住民に対する割合）

6,515人 (　16.3％)
加東市国民健康保険に加入している４０歳以上の
被保険者（H24.4.1時点の健診対象者数）

その他特財の内容

7,730千円

その他特財

3,278千円

地　方　債

13,754千円 5,234千円

財源合計 28,696千円 14,901千円 15,074千円 14,402千円

10,742千円 7,644千円

0.7人5,060千円 5,060千円

国県支出金の内容

15,074千円 14,402千円28,696千円 14,901千円

5,350千円

4,200千円 2,023千円 1,994千円

（雑入）特定健診受診者負担金（H21＠1,400円、H22以降＠1,000円）

特定健診国、県負担金（国、県とも対象経費の1/3負担）

2,720千円

24年度(予算) 23年度(決算)

報償費　255千円、需用費　384千円、役務費　627千円、委託料　8,464千円、使用料及び賃
借料　111千円　　　合計 9,841千円

5,060千円 5,060千円 0.7人

総事業費

人件費合計

事
業
費

国県支出金

臨時職員等

財源

内訳

一般財源

人
件
費

事業費合計

担当正職員

8,404千円
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平成２４年度

事業シート（概要説明書）

担　当　部 市民安全部
事　業　名  特定健康診査等事業（国民健康保険特別会計）

平成２０年度～事業開始年度

事業番号 4

単位

人

人

円

単位

％

％

％

活動実績 1,9191,942

事
　
業
　
実
　
績

【成果指標名】 Ｈ23年度

32.1

43.6 32.8

特定健診受診率 32.3 32.8

Ｈ22年度

単位当たりコスト  総事業費／特定健診受診者数 7,673

成　　果

(目標達成状況)

-0.98

成果目標

(指標設定理由等)

特定保健指導実施者数(指導が必要な人)

Ｈ22年度

7,505

Ｈ21年度

127（291） 95（290） 89（261）

Ｈ21年度Ｈ23年度

1,946

7,746

 ・集団健診（まちぐるみ総合健診）、個別健診（各医療機関）による特定健診受
　 診率＝目標値：６５％
 ・動機付け支援、積極的支援による特定保健指導実施率＝目標値：４５％
 ・内臓脂肪症候群の該当者、予備群の減少率＝１０％（平成20年度との比較値）
 ※各項目の目標値は、国の定めた参酌標準値。

【活動指標名】

特定健診受診者数

◇一部委託

そ の 他

 ・集団健診（特定健診）はJA厚生連
 ・個別健診は小野市・加東市医師会会員医療機関
 ・特定保健指導の一部（積極的支援）は民間業者

◇他市町の状況
 ・健診事業　　各市町の地元医師会、JA厚生連、県予防医学協会、県健康財団、
　　　　　　　 地元の医療法人へ委託
 ・保健指導　　各市町の保健センター等で実施（直営）のほか、地元医師会、
　　　　　　　 JA厚生連、県予防医学協会、医療法人、民間法人へ委託

特記事項
特定健診受診者負担金の推移
・H20年度～21年度　1,400円
・H22年度～　　　　1,000円

　集団健診は、がん検診も同時に受けられるセット健診として実施している。県内の
各市町間で実施時期が固定化しているため、実施時期の変更は難しい。
　今後は、受診者の都合に合わせて受診できる個別健診を勧めて受診率の向上を目指
したい。
・集団健診未受診者へのDMや電話により、個別健診の受診勧奨を実施
・特定健診受診者の自己負担金を無料化または引き下げ、受診者の負担を緩和

事業の自己評価

（今後の事業の方○
○向性、課題等）○

34.1

内臓脂肪症候群・予備群減少率 -1.06

比較参考値

（他自治体での類○
○似事業の例など）

○

◆平成23年度の他自治体の特定健診受診率（H24年5月30日現在の集計値）
　県下41市町の平均受診率　31.0%　　加東市32.3%
　近隣市町の状況：西脇市31.8%、小野市20.9%、加西市26.5%、多可町34.0%
◆平成23年度の他自治体の特定保健指導実施率（H24年5月30日現在の見込値）
　県下41市町の平均実施率　22.7%　　加東市43.6%
　近隣市町の状況：西脇市18.6%、小野市13.1%、加西市6.0%、多可町36.4%
◆特定健診自己負担額（H24年度の状況）
　無料　19市 7町　　有料　10市 5町
　近隣市町の状況：西脇市 無料、小野市 1,400円、加西市 1,000円（非課税世
　　　　　　　　　帯は無料）、加東市 1,000円、多可町 1,000円

0.32

特定保健指導実施率

事
　
業
　
成
　
果
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0.3人 1,980千円 0.3人 0.3人 1,980千円

0.3人 1,980千円 0.3人 0.3人 1,980千円

事業番号 5

 □貸付（貸付先：　　　　　　　　） □その他（　　　　　　　　　　　）

事業内容

(手段、手法など)

〔就労支援室設置〕
加東市就労支援室を福祉センター２階に設置し、２名の常勤相談員を配置、ハロー
ワークでの就職活動を側面から支援する。
○主な支援内容
　・求職活動に際してのハローワークでの相談方法、履歴書の書き方や面接の受
　　け方などを指導。直接的な就職斡旋活動は出来ないことから、ハローワーク
　　と連携を図ることで必要な支援を行う。
　・福祉部局の就労支援業務に携わる相談員と連携を密にし、雇用の促進を図る
　　とともに、必要に応じて処遇検討を行う。
　・市内の企業や事業所を個別訪問し、就職先を開拓。また、求人情報を把握
　　し、ハローワークへの求人申し込みを促す。
　・より身近な雇用情報の提供として、ハローワークから送られてくる求人公開
　　カードを、市役所３庁舎で公開し、毎週の更新を行う。

関連事業
(同一目的事業等)

実施方法

雇用情勢が依然として厳しい状況にあるため、雇用・福祉等の関係機関連携によ
り、休職者への就職支援・職場定着支援及び日常生活・社会生活上の支援など、き
め細かな個別支援を実施することにより、雇用の促進と職業の安定を図ることを目
的とする。

平成２４年度

作成担当者 藤川憲二

事業シート（概要説明書）

担　当　部

平成２１年度～

地域整備部

地域振興課

藤川憲二

事　業　名  就労支援室運営事業

 （活力）雇用対策の充実

 ■自治事務　□法定受託事務

事業開始年度

担　当　課

 □直接実施

 ■業務委託 又は □指定管理 （委託先：加東市商工会）

 □補助金〔直接・間接〕 （補助先：　　　実施主体：　　　　）

本事業は、厳しい雇用失業情勢の中、地域で継続的な雇用の安定を図るため、平成
２１年度から３年間、国の交付金を受け、県の実施する「ふるさと雇用再生事業補
助金」を財源として実施してきた。平成２４年度においても、関連する県補助金を
活用し、本事業の必要性から継続して実施している。

上位施策事業名
根拠法令

事務区分

作成責任者

対　　象
(誰・何を対象に)

対象者数（全住民に対する割合）

６９５人 1.73%

ﾊﾛｰﾜｰｸ西脇管内有効求職者数3,475人（H24年4月
現在）＊管内人口の加東市の割合（20％）

人
件
費

担当正職員 2,640千円 2,640千円 0.3人

臨時職員等

22年度(決算) 21年度(決算)

事
業
費

事業費合計 6,300千円 6,300千円 6,300千円 6,133千円

事業費内訳
(平成23年度分)

人件費合計 2,640千円 2,640千円 0.3人

8,280千円 8,940千円 8,940千円 8,113千円

一般財源 4,180千円 2,640千円

コ
　
　
　
ス
　
　
　
ト

24年度(予算) 23年度(決算)

人件費　5,596千円
消耗品費　31千円
燃料費　62千円
役務費　31千円
コピー使用料等　580千円

事
 
　
　
　
業
　
　
　
　
概
　
　
　
　
要

実施の背景

目　　　的

(何をどうしたいのか)

国県支出金
国県支出金の内容 「重点分野雇用創造事業」補助金（震災等緊急雇用対応事業分）

その他特財
その他特財の内容

総事業費

財源

内訳

4,100千円 6,300千円 6,300千円 6,133千円

地　方　債

2,640千円 1,980千円

財源合計 8,280千円 8,940千円 8,940千円 8,113千円
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事業番号 5 平成２４年度

事業シート（概要説明書）

担　当　部

平成２１年度～

地域整備部
事　業　名  就労支援室運営事業

事業開始年度

単位

件

件

件

千円

単位

倍

％

％

Ｈ22年度

80

Ｈ21年度

0.58

46.4 49.4

95 102

598 737 674

1,561 1,941 1,844

Ｈ21年度

90

特記事項

成　　果

(目標達成状況)

就労支援室では、直接の就職斡旋活動はできず、就職成立実績等の把握は難しく、
ハローワークとの橋渡しの役割に徹している。ハローワークへつなぐ準備段階で、
就職希望者にきめ細かな指導を行い、就職成立率を高めること、また、福祉･健康部
局との連携により、就職希望者の障害や健康の状況を把握し、処遇の検討を行うな
ど、相手の立場に立った相談業務が確立できている。厳しい雇用情勢の中、地域で
継続的な雇用の安定を図るためには、本事業のような地道な就労支援事業は重要で
あると考える。

事業の自己評価

（今後の事業の方○
○向性、課題等）○

比較参考値

（他自治体での類○
○似事業の例など）

○

・三木市：三木市ふるさとハローワークの設置（火曜日～土曜日9時～17時）
・西脇市：ハローワーク西脇の設置（月曜日～金曜日9時～17時）
・小野市：企業と就職希望者の面談機会の提供　回／年（商工会議所事業）
　　　　　求人広告の掲示２箇所、相談業務は特になし。
・加西市：合同就職面接会２回／年の開催（市･商工会議所･ﾊﾛｰﾜｰｸによる運営）
　　　　　求人広告の掲示２箇所、相談業務は特になし
・多可町：ＣＡＴＶ文字放送にて、ﾊﾛｰﾜｰｸの求人情報を紹介
　　　　　求人広告の掲示２箇所、相談業務は特になし

59.8

加東市内就労決定数管内構成比
（加東市決定数／管内総決定数）

24.6 20.4 23.4

加東市内就労決定比率
（加東市決定数／加東市求人数）

【活動指標名】

相談件数

企業訪問

事
　
業
　
成
　
果

成果目標

(指標設定理由等)

 就労支援室では、直接の就職斡旋活動はできないことから、相談者の就労決定件数
の把握は困難なため、成果目標としては、ハローワーク西脇管内の有効求人倍率の
向上、求人カードから試算する加東市内の就労決定比率、加東市内決定件数の管内
構成比の向上を目指すこととした。
・有効求人倍率：安定して1.0を超える倍率とする。
・就労決定比率：50％以上を維持する。
・就労決定数管内構成比：20％以上で管内上位を維持する。

※上記のスペースで書ききれなかった場合は、ここに記載してください。

そ の 他

・福祉部局との連携について
　就労・雇用支援業務に当たって、生活保護ケースワーカーや障害者自立支援員、
母子自立支援員等との連携を密にして、収集した求人企業等の情報提供及び情報交
換を行い、きめ細かな就労支援を行うこと。ハローワークでは支援出来にくい事象
（通常健常者として就職したいが、精神的な病が見受けられるような場合等）につ
いて福祉部局との連携が必要となる。

事
　
業
　
実
　
績

【成果指標名】 Ｈ23年度 Ｈ22年度

有効求人倍率（ﾊﾛｰﾜｰｸ西脇） 0.99 0.83

求人カード更新

活動実績

単位当たりコスト  総事業費／相談件数 99 94

Ｈ23年度
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事業番号 5

　うち 　うち 　うち

(出向/ＯＢ) (出向/ＯＢ) (出向/ＯＢ)

市出資金 役 員 28.0 2.0

出資比率 0.00% 職 員 18.0 0.0

財務諸表URL

      84,760千円

    10,100千円 その他（財産取得）

その他

国からの財政支出金

県からの財政支出金

市からの財政支出金

委託料、指定管理料

補助金

団体概要

団体全体の
収支状況○

総 計

人件費

0千円 (単位:人)

委託料、指定管理料

補助金

その他

　商工会は、地域の事業者が会員となって、ビジネスやまちづくりのために活動を行う
総合経済団体です。「商工会法」に基づいて設立され、全国の市町村に1,719（平成23年
4月現在）の商工会があり、約100万の事業者が加入しています。全国的なネットワーク
を有し、国や県の小規模企業支援施策（経営改善普及事業）の実施機関としても、さま
ざまな事業を実施しています。商工会の２大事業として、事業者の経営改善（経営改善
普及事業）と地域社会の発展（地域振興事業）に取り組んでいる。

総 計 6,300千円 

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合があります。

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

事　業　名  就労支援室運営事業

平成２４年度

その他（会費、前期繰越金等）

団体への
支出根拠

(選定経過等、支1

1出先の妥当性)○

団　体　名

常勤 非常勤 監事

事業開始年度 平成２１年度～

 加東市商工会

役
職
員

加東市商工会では、市内会員９０６事業所（平成24年3月31日現在）を有し、商工観光の
振興事業を行っており、会員事業所の経営革新支援や労務対策支援、雇用相談事業等を
通じ、会員事業所の現状をきめ細かく把握している。本事業の実施に当たり、市内事業
所の状況を的確に把握し、就労支援のノウハウを持ち合わせている市商工会に委託する
ことにより、事業目的の達成が見込める。

資 本 金

支 出

国からの財政支出金

県からの財政支出金

人件費

需用費

        5,689千円

          154千円

収 入

市からの財政支出金

その他（　　　　　　　）

       6,454千円

役務費

使用料

            31千円

          580千円      6,300千円
当該事業の
団体におけ
る収支状況

http://www.katosci.or.jp/index.shtml

負債総額：　　０円　　資本総額：　　０円

利益剰余金（もしくは欠損金）：　　　０円

特記事項

収 入 支 出

事業費       28,408千円

    54,500千円 管理費       14,385千円

総 計

        2,000千円

    25,200千円 総 計     129,553千円

    46,060千円

135,860千円 差 引 収 支        6,307千円

- 29 -



【ＭＥＭＯ】
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事業内容

(手段 手法など)

内　　容　　　獣害を受けている地区又は自治会に対して、地域ぐるみで防護柵
　　　　　　　を設置する際の資材購入費に対する補助金の交付
計画期間　　　平成２３年度から２７年度の５か年間
対象要件　　　①獣害防護対策を行う農業者が共同し、地区・自治会の申請で行
　　　　　　　　う事業
　　　　　　  　※受益者が加東市民であり、１申請（１ブロック）につき３戸
　　　　　　　　　以上、受益面積１ｈａ以上を満たすもの
　　　　　　　②新規に設置する防護柵

 □業務委託 又は □指定管理 （委託先又は指定管理者：　　　　）

 □補助金〔直接・間接〕 （補助先：市内の地区及び自治会　実施主体：加東市）

 □貸付（貸付先：　　　　　　　　） □その他（　　　　　　　　　　　）

目　　　的

(何をどうしたいのか)

地域ぐるみによる獣害防護対策を行う地区及び自治会に対する支援を行い、獣害に
よる農作物の被害を軽減することで、農業生産の維持及び生産意欲を高め、安心し
て農業ができる集落環境を維持する。

事
 
　
　
　
業
　
　
　
　
概

対　　象
(誰・何を対象に)

市内の地区及び自治会
対象者数（全住民に対する割合）

2,307人 5.80%

実施方法

 ■直接実施

事務区分  ■自治事務　□法定受託事務 作成担当者 　西本良秋

実施の背景

有害獣による農作物への被害は減少しておらず、水稲や収穫間近の野菜がイノシシ
やシカ、特定外来生物等に荒らされるなど深刻な問題となっている。個々の農家に
よる防護柵の設置は行われているが、局部的な対策にとどまり、地域ぐるみによる
防護対策が必要となっている。

上位施策事業名  （活力）農業の高度化 担　当　課 　農林課

根拠法令  加東市農作物等獣害防護対策事業補助金交付要綱 作成責任者 　松本和久

事業番号 6 平成２４年度

事業シート（概要説明書）

事　業　名  農作物等獣害防護対策事業
事業開始年度 平成２３年度～

担　当　部 　地域整備部

0.2人 1,320千円 0.2人

0.2人 1,320千円 0.2人 0.0人 0千円

一般財源 3,720千円 1,912千円

財源合計 3,720千円 1,912千円 0千円 0千円

その他特財
その他特財の内容

財源

内訳

国県支出金
国県支出金の内容

地　方　債

1,320千円 0千円 0.0人

総事業費 3,720千円 1,912千円

人
件
費

担当正職員 1,320千円

臨時職員等

人件費合計

事業費合計 2,400千円 592千円 0千円 0千円

事業費内訳
(平成23年度分)

負担金、補助及び交付金
　農作物等獣害防護対策事業補助金　592,000円

(手段、手法など)
　　　　　　  　※電気柵または金網柵とし、耐久年数５年以上のもの
補助内容　　　防護柵資材の補助基準単価の３０％以内の補助
補助基準単価
            　電気柵 １段当たりの上限単価：１３０円／ｍ（最大４段）
            　金網柵 上限単価：５２０円／ｍ（電気柵の４段分に相当）
　　　　　　　　※申請１地区当たり単年度補助額の上限　５０万円

関連事業
(同一目的事業等)

鳥獣被害防止総合対策事業（国の交付金事業）
　内容：地域ぐるみで自力施工する防護柵設置に対する支援
　　　　※山際を連続して設置する金網柵が原則

コ
　
　
　
ス
　
　
　
ト

24年度(予算) 23年度(決算見込) 22年度(決算) 21年度(決算)

事
業
費

　
　
　
　
要
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事業番号 6 平成２４年度

事業シート（概要説明書）

事　業　名  農作物等獣害防護対策事業
事業開始年度 平成２３年度～

担　当　部 　地域整備部

単位

地区

ｍ

ha

単位

件

頭

千円

事業の自己評価

（今後の事業の方○
○向性、課題等）○

有害獣による農作物の被害は県内、北播磨地域において年々増加する傾向にあり、
本市においても獣害対策として、狩猟期間中の捕獲数の制限緩和や狩猟期間の延長
と合わせて、防護柵設置による地域ぐるみの対策が必要である。
当事業は、受益地を囲む方式を基本に制度設計しているが、国の事業（山際設置）
との組み合わせにより、効果的な対策を講じることができる。今後は、国の事業継
続の有無の方向性を踏まえて、市の支援内容の拡充や実施期間を限定することが適
当かの検討を進める必要がある

②有害獣捕獲頭数 178 279 226

③農作物被害額（県集計） 5,567 6,018 12,372

Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

①防護対策要望件数 45 62 53

単位当たりコスト  総事業費／③ 119.5千円

事
　
業
　
成
　
果

成果目標

(指標設定理由等)

 獣害対策は、個々の防護対策では限界があり、地域ぐるみとして、集落による一体
的な取組を推進することで、被害に対する防護対策要望件数、有害獣捕獲頭数、農
作物被害額の減少へつなげていく。

成　　果

(目標達成状況)

【成果指標名】

②取組施工延長 4,608

③対象受益面積 16

事
　
業
　
実
　
績

活動実績

【活動指標名】 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

①取組地区・自治会数 3

そ の 他

※上記のスペースで書ききれなかった場合は、ここに記載してください。

防護柵設置による獣害対策については、地域ぐるみによる施工により、国の交付金
事業（鳥獣被害防止総合対策事業）と、それを補完した市単独事業（市農作物等獣
害防護対策事業）の組み合わせにより進めている。
獣が生息する山と農地を柵で遮断する線的な防護対策と農地への侵入を被害箇所ご
とに防ぐ面的な防護対策の一体的な取組により、より効果的な防護対策が可能であ
る。
北播磨地域管内においては、各市町で防護柵設置による獣害対策が行われてきてお
り、獣の広域的な活動習性に対応するため、今後も継続した防護対策が必要であ
る。
※その他近隣各市町の状況等:別紙付属シート参照

当かの検討を進める必要がある。
※平成２４年度から補助対象要件の一部を見直し、事業の促進を図っている。

比較参考値

（他自治体での類○
○似事業の例など）

○

近隣市町の類似事業（市町単独防護柵設置支援事業）
・西脇市　鳥獣害の発生農地を有する自治会への電気柵資材購入補助：300円／m
・三木市　獣害を受けている地区又は自治会の地域ぐるみで防護柵（電気柵）を
　　　　　設置する際の資材購入補助：事業費の1／2（上限25万円）
・加西市　防護柵（金網柵）の設置資材に対する補助：事業費の3割
・多可町　有害鳥獣被害防護柵（金網・のり網柵）を設置する集落の補助：資材
　　　　　費の1／3

特記事項

加東市における過去２年の獣害被害は減少ぎみであるが、北播磨地域全体では増減
が一定していない。これは獣の活動習性が広範囲であり、防護対策のない地域への
移動が考えられる。今年被害が少ないから次年も減少するとは限らないため、広域
レベルでの被害状況を踏まえた継続的な対策が必要となる。
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付属資料 

 

○北播磨地域管内 有害獣対策（捕獲）要望件数                   （件） 

 加東市 西脇市 三木市 小野市 加西市 多可町 計 

Ｈ２１ 53 8 － 26 19 62 168

Ｈ２２ 62 8 27 30 39 64 230

Ｈ２３ 45 8 34 34 39 64 224

計 160 24 61 90 97 190 622

 ※有害獣：シカ、イノシシ、アライグマ、ヌートリア 

 

○北播磨地域管内 有害獣捕獲頭数（市町捕獲）                  （頭） 

 加東市 西脇市 三木市 小野市 加西市 多可町 計 

Ｈ２１ 226 170 658 95 373 77 1,599

Ｈ２２ 279 178 855 117 544 183 2,156

Ｈ２３ 178 249 895 84 459 137 2,002

計 683 597 2,408 296 1,376 397 5,757

  

○北播磨地域管内 獣害等被害状況（県集計）                  （千円） 

 加東市 西脇市 三木市 小野市 加西市 多可町 計 

Ｈ２１ 12,372 13,586 16,359 2,500 27,282 22,246 94,345

Ｈ２２ 6,018 29,289 17,540 3,148 34,349 23,205 113,549

Ｈ２３ 5,567 26,309 19,691 2,536 32,209 17,989 104,301

計 23,957 69,184 53,590 8,184 93,840 63,440 312,195

 

○北播磨地域管内 防護柵設置実績・予定数量                   （ｍ） 

 加東市 西脇市 三木市 小野市 加西市 多可町 計 

Ｈ２２ 

（実績） 

 －

－

－

5,289 

－ 

5,289 

－

－

－

－

－

－

530

0

530

8,270

1,468

9,738

14,089

1,468

15,557

Ｈ２３ 

（実績） 

7,799

4,608

12,407

17,286 

4,390 

21,676 

－

22,763

22,763

－

－

3,482

0

3,482

6,824

334

7,158

35,391

32,095

67,486

Ｈ２４ 

（予定） 

2,730

15,000

17,730

12,000 

6,000 

18,000 

－

20,000

20,000

－

－

20,000

0

20,000

3,400

7,000

10,400

38,130

48,000

86,130

計 

10,529

19,608

30,137

34,575 

10,390 

44,965 

－

42,763

42,763

－

－

－

24,012

0

24,012

18,494

8,802

27,296

87,610

81,563

169,173

 ※上段：国・県補助事業  中段：市町単独事業  下段：合計 
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○加東市における獣害防護対策（防護柵設置）推進計画                （ｋｍ） 

種 別 全体計画 H23 H24 H25 H26 H27 

市単独事業 78 5 15 15 15 28

国庫事業 11 8 3 － － －

※H23 の数値は実績 

※国庫事業は単年度の積み上げ 

 

○加東市農業分野の他の主な補助金制度 

補助金交付対象事業 補助の内容 補助対象者 補助率 

農業振興事業 

 

農業用機械購入、農業用施設整備 認定農業者 

農業者団体等 

2.5％～20％ 

土地改良事業 区画整理、かんがい排水施設、 

農道修繕、農道舗装、ため池 

受益者 40％以内 
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■お問い合わせ及び冊子の発行■ 

 
〒673-1493 兵庫県加東市社 50 番地 

加東市企画部企画政策課（行政推進係） 

TEL:0795-43-0388／FAX:0795-42-5633 

E-mail suishin@city.kato.lg.jp 


